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欧米主要国における自然災害補償制度（調査対象年：2025年） 

 

国／地域 
米 国  

英 国  ドイツ  フランス  日 本  
全 米 カリフォルニア州 フロリダ州 

災害の種類 水 災 地 震 風 災 水 災 風災／水災 地震／風災／水災 地 震 

民

間

の

保

険 

一般的な住宅向け

火災保険商品での

補償の有無 

 補償なし  補償あり 

※ 風災／雹災／地震火災は

主契約で、地震による損壊

は特約で補償（ただし津

波・噴火による損壊は補償

されない）。州法により、ホ

ームオーナーズ（住宅総

合）保険等の住宅向け火

災保険を販売する保険会

社は、地震補償を提供する

義務あり 

 補償あり  補償あり 

※ 住宅向け火災保険は通

常 、 建 物 保 険 と 収 容 物

（動産）保険に大別 

 補償あり 

※ 風災／雹災は主契約で、

地震／水災／雪災等は特

約で補償 

※ 特約の付帯率は、ドイツ全

体で 50％程度 

 補償あり 

※ 所定の風速に達しない暴

風、雹、凍結など 

※ 政府による自然災害認定を

受けた洪水／地震等による

大規模損害は対象外 

※ 財物保険（自動車保険を

含む。）を提供する保険会

社は、自然災害補償を提

供する義務あり 

 補償あり 

※ 一部の保険会社では、地

震保険の支払いに連動して

保険金を上乗せして支払う

特約を提供 

※ 一般的な住宅向け火災保

険商品では、地震等による

火災に対してのみ、費用保

険金を支払う。 

公

的

制

度 

制

度

概

要 

概 要 

 国（連邦政府）による洪水保

険 

 国 家 洪 水 保 険 プ ロ グ ラ ム

（ National Flood 

Insurance Program ：

NFIP）に加入し防災／減災

対策を実施する自治体でのみ

購入可能 

 州営保険会社による地震保険 

 民間保険会社が販売する財物

保険に任意付帯 

 州営再保険ファンドによるハリケ

ーン風災リスク再保険 

 州内の保険会社は、引受けた

ハリーケーンリスクの一定割合

（ 45/75/90 ％ か ら 選 択可

能）を原則として同ファンドに出

再 

 Flood Re（政府と保険業界

の共同イニシアチブ）による洪

水リスク再保険 

 2008 年末までに建築された建

物／動産に関する洪水リスクを

引受けた保険会社は、同リスク

を任意で Flood Re へ出再可

能 

 Flood Re の再保険スキームは

2039 年までの時限措置で、そ

れまでに洪水リスク対策や保険

市場の環境整備を進める予定 

＜公的制度なし＞ 

 大規模自然災害（洪水）発

生時には、連邦政府／地方自

治体による財政支援や寄付金

により被災者を救済 

 近年は自然災害保険の義務

化に向けた議論が進展 

 

【参考】大規模自然災害（洪

水）発生時の対応等 

＜バ イエ ルン州洪水（ 2008

年）、ドナ ウ川洪水（ 2013

年）＞ 

 州政府から被災者に対し義援

金を給付 

 その結果、州政府財政が悪化

し、モラルハザードの懸念も浮上 

 バイエルン州は 2017 年に方針

を転換し、「保険でカバー可能

な洪水被害へ支援金は支給し

ない」旨を発表 

 政府が支払能力を保証する強

制 大 規 模 自 然 災 害 保 険

（ Catastrophe 

Naturelles : Cat Nat） 

 民間保険会社が販売する財物

保険等に強制付帯され、政府

が事後認定した自然災害によ

る損害を補償 

 政府再保険を伴う家計地震保

険 

 民間保険会社が販売する火災

保険に原則自動付帯（契約

者の意思で付帯を外すことも可

能） 

 民間保険会社は引受けた地震

保険契約の全てを日本地震再

保険社（地再社）※に出再

し、同社を通じて保険責任を政

府／民間保険会社で分担 

※ 家計地震保険専門の再保

険会社で民間保険会社の

出資により 1966 年に設立 

運営主体 

 国 家 洪 水 保 険 プ ロ グ ラ ム

（NFIP） 

※ 国土安全保障省の傘下の

連 邦 緊 急 事 態 管 理 庁

（FEMA）が運営 

 カリフォルニア州地震保険公社

（ California Earthquake 

Authority：CEA） 

 フロリダ州ハリケーン災害ファンド

（  Florida Hurricane 

Catastrophe Fund ：

FHCF） 

※ 州法に基づき設立された信

託基金 

 Flood Re（保険業界が設立

／運営する非営利の再保険会

社） 

※ 政府もFlood Re の監督／

支援に関与しており官民共

同の公共政策スキームとし

て機能 

 国営再保険会社であるフランス

再 保 険 公 庫 （ Caisse 

Centrale de 

Réassurance : CCR） 

 地再社を含む保険業界および

政府 

※ 政府も再々保険の引受等

を通じて関与しており官民

共同で運営 
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国／地域 
米 国  

英 国  ドイツ  フランス  日 本  
全 米 カリフォルニア州 フロリダ州 

災害の種類 水 災 地 震 風 災 水 災 風災／水災 地震／風災／水災 地 震 

公

的

制

度 

制

度

概

要 

支払財源 

 保険料／再保険等のリスク移

転、連邦政府からの借入れ 

 保険料、保険会社の拠出金・

賦 課 金 、 収 益 事 業 債

（revenue bond※）、再保

険等のリスク移転、投資収益、

保険契約者賦課金 

※ revenue bond ： 道路

建設等のために州政府が歳

入を担保に発行する債券

で、税金によらず、その事業

の収益で返済を行うもの。 

 保険料を原資とする再保険

料、収益事業債（revenue 

bond）、投資収益、再保険

等のリスク移転 

※ 保険会社に緊急賦課金を

課すことで収益事業債の償

還の財源とすることが可能 

 保険料を原資とする再保険料

および賦課金 

※ 保険会社からの賦課金は

年合計 1.35 億ポンド 

【参考（続き）】 

＜西部ドイツ大洪水（2021 年

7 月）＞ 

 西部ドイツのアール渓谷などで

発生した洪水により、政府／業

界／専門家の間で制度改革の

検討が本格化 

 2023 年 3 月：連邦参議院が

自然災害補償への加入を義務

付ける強制保険制度の導入を

連邦政府に要求（2024 年 6

月にも同様の要求） 

 2023 年 6 月：ドイツ首相と州

政府首脳との協議で「自然災

害リスクに関する共同作業部会

（AG Elementarrisiken）

の設置」が決定 

 2025 年 2 月：上記作業部

会が最終報告書を公表し、自

然災害をカバーする保険の付

保率向上に向けた政策オプショ

ン（加入義務化、原則自動付

帯等）を網羅的に整理 

 2025 年 4 月：連立政権の合

意文書において、住宅保険契

約に対する自然災害補償の原

則自動付帯（契約者の意思

で付帯を外すこと［＝オプトアウ

ト］も可能）や、国家再保険

制度の新設などの方針を明記 

 2025 年５月：ドイツ保険協

会が上記合意文書の方向性

（原則自動付帯＆オプトアウト

可）に対する支持等を表明 

 

 賦課保険料、再保険、政府に

よる CCR に対する支払保証 

※ 元受保険会社は、いかなる

再保険者に自然災害リスク

を出再しても良いとされてい

るが、CCR は政府による無

制限の支払保証あり 

 保険料、再保険（民間保険

会社および政府） 

※ 地震保険の元受契約は地

再社に 100％出再された

後、政府／民間保険会社

（地震再保険特別会計）

で保険責任を分担 

総支払 

限度額 

 約 161 億ドル※（2022 年 9

月 30 日時点） 

※ このほか最大24.8億ドルの

再保険カバーあり 

 190 億ドル以上  年間 170 億ドル  Flood Re から保険会社への

年間支払限度額：19 億ポン

ド 

※ 超過部分は民間保険会社

が負担（非常時に追加の

資金拠出を業界に要請で

きる仕組み有り） 

 限度額の設定なし  1 回の地震等につき 12 兆円

（2025 年 4 月 2 日現在。民

間保険会社 3,357 億円、政

府 11 兆 6,643 億円） 

 総支払限度額を超えた場合

は、比例的に支払額の削減が

可能 

加入方法 

 任意加入 

※ NFIPの洪水保険に加入義

務はないが、NFIP 加入自

治体で特別洪水危険地域

に居住する者は、洪水保険

に加入しないと連邦政府機

関の住宅ローンが借りられな

い等の制約あり 

※ 販売方法は、①FEMA によ

る直接販売、②NFIP 参加

保険会社による販売の二

通り。②は WYO（Write 

Your Own）プログラムと呼

ばれ、NFIP の洪水保険に

自社商品名を付け、自社

募集網で販売可能。保険

会社は保険料収受／損害

調査／保険金支払を行い

手数料を受領するが、支払

責任は NFIP が負う。 

 住宅向け火災保険に任意付

帯 

※ CEA プログラムに参加してい

る民間保険会社が販売 

※ 州法により、ホームオーナー

ズ（住宅総合）保険等の

住宅向け火災保険を販売

する保険会社は、地震補

償を提供する義務あり 

 火災保険に含まれる。 

※ 民間保険会社が販売 

 火災保険等に含まれる。 

※ 民間保険会社は火災保険

等で引き受けた洪水リスクに

ついて、Flood Re への出再

要否を判断 

 財物保険（火災保険等）お

よび自動車保険に強制付帯 

※ Cat Nat への加入を 損害

保険会社から謝絶された場

合、加入申込者からの申請

に基づき料率算定中央会

（ Bureau Central de 

Tarification ： BCT ） が

損害保険会社による引受

けを確保し保護 

 火災保険に原則自動付帯 

※ 民間保険会社が販売 

※ 火災保険とセットで契約が

必要（単独契約不可） 

※ 地震保険への加入を希望

しない場合は、火災保険加

入時にその旨の意思表示が

必要 



 3 / 7 

国／地域 
米 国  

英 国  ドイツ  フランス  日 本  
全 米 カリフォルニア州 フロリダ州 

災害の種類 水 災 地 震 風 災 水 災 風災／水災 地震／風災／水災 地 震 

公

的

制

度 

制

度

概

要 

創設年／ 

根拠法 

 1968 年連邦洪水保険法  1996 年州法により設立  1993 年州法により設立  The Water Act 2014 に基づ

き 2016 年 4 月に設立 － 

 1982 年自然災害補償法 

 フランス保険法典（Code des 

assurance） 

 1966 年地震保険に関する法

律 

創設の背景 

 1965 年のハリケーン・ヴェッツィ

ー(メキシコ湾岸） 

 1994 年のノースリッジ地震  1992 年のハリケーン・アンドリュ

ー(フロリダ州南部） 

 水災リスクの増大による「洪水

保険の原則」協定※の廃止 

※ 同協定に基づき、政府が防

災投資を行う代わりに保険

会社は既存契約者へ洪水

保険を提供し続ける取り決

めだったが、同協定は新規

契約者には適用されず保

険料上限も定められていな

かったため、相次ぐ洪水被

害により保険料が高騰し保

険市場の機能不全が懸念

され 2012 年に廃止決定 

－ 

 1981 年にソーヌ渓谷／ローヌ

渓谷／南西部で発生した洪水 

 1964 年の新潟地震 

補

償

内

容 

補償される

財物 

 NFIP に加入した自治体に所

在する建物／収容動産 

※ NFIP の 洪 水 保 険 は 、

NFIP に加入した自治体で

のみ販売可能。NFIP への

加入には「緊急プログラム」と

「通常プログラム」の 2 段階

があり、洪水リスク調査に基

づく洪水保険料率地図の

作成まで自治体は「緊急プ

ログラム」にとどまり、簡素な

料率のもとで、低い限度額

の洪水保険のみ販売が認

められる。 

※ 「建物」にはモービルホーム

（移動可能な簡易住宅）

を含む。 

 付帯元の保険契約の対象とな

る居住用建物／収容動産 

※ 住居の種類に応じて「戸建

住宅用（建物・動産）」、

「共同住宅用（建物専有

部分・動産）」、「賃貸住

宅用（動産のみ）」の約款

が用意 

 フロリダ州に所在する居住用建

物／収容動産 

※ フロリダ州で居住用建物お

よび収容動産に対する風災

補償を販売する保険会社

は、ハリケーン損害を支払事

由とする再保険契約を、フロ

リ ダ 州 管 理 委 員 会

（SBA）との間で締結する

義務あり。 

 2008 年末までに建築された建

物／動産 

※ 2009 年 1 月 1 日以降の

新 築 建 物 は 対 象 外 。

Flood Re の再保険スキー

ムは、洪水リスクが高い地域

での新規開発を助長しない

ために導入された枠組み

で 、 政 府 ／保 険業 界 は

「2009 年以降の新築建物

は相応の洪水対策が施さ

れているべきであり、保険料

も低く抑えられているはずで

ある」と説明 

－ 

 財物保険の対象となる建物／

動産、自動車 

 居住用建物／生活用動産 
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国／地域 
米 国  

英 国  ドイツ  フランス  日 本  
全 米 カリフォルニア州 フロリダ州 

災害の種類 水 災 地 震 風 災 水 災 風災／水災 地震／風災／水災 地 震 

公

的

制

度 

補

償

内

容 

補償される

危険 

 洪水による財物損害 

※ 洪水とは 2 エーカー（約

90 メートル四方）の通常

は乾いた土地または 2 件以

上の財物（うち1 件以上は

契約者の財物）の一部ま

たは全部が、次の a.～d.の

いずれかにより全般的かつ

一時的に浸水した状態 

a. 陸水／海水の氾濫 

b. 水源を問わず地表水の

異常かつ急激な集積／

流出 

c. 泥流 

d. 上記 a.～c.のいずれか

を原因とする湖岸の土

地の崩壊／浸食 

 地震を原因とする財物損害お

よび使用不能損失（建物の使

用不能に伴う臨時生計費およ

び家賃喪失） 

※ 地震による地滑り／液状化

を含み、噴火／津波を含ま

ず。 

 ハリケーン※を原因とする風災

による財物損害 

※ 国立ハリケーンセンターが「ハ

リケーン」（1 分間の平均最

大風速 74mph 以上）と

認定したものが対象 

 洪水による財物損害 

－ 

 政府が事後認定した自然災害

を原因とする財物損害および事

業損失 

※ Cat Nat の対象になる自然

災害の種類は関係法令上

は明確に定義されておらず、

関係省庁の合同委員会に

よって都度判断 

＜対象自然災害（例）＞ 

洪水、土砂崩れ、地震、地

滑り、津波、雪崩、土壌の

乾燥／湿潤による地盤変

動、所定の風速以上の強

風 

 地震／噴火またはこれらによる

津波を原因とする損壊／火災

／埋没／流失等による財物損

害 

基本的な 

補償方法 

 財物に生じた損害額から「免責

金額」を差し引き、「限度額」を

上限に補償 

 免責金額は 1 回の洪水ごとに

建物／家財へ別々に適用 

 建物の損害が「著しい損害」等

に該当し、建築基準に適合させ

る必要がある場合には、限度額

とは別枠で最大3万ドルを補償 

 財物に生じた損害額から「免責

金額」を差し引き、「限度額」を

上限に補償 

 免責金額は地震イベント（最

初の地震から 360 時間内に発

生した地震／余震）単位に適

用。使用不能損失には不適用 

【元受保険会社から契約者】 

 財物に生じた損害額から「免責

金額」を差し引き、「限度額」を

上限に補償 

 基本的に損害額の評価方法

（時価／再取得価額等）等

は元受契約の約款に従うが、

免責金額の適用ルール（原則

年 1 回適用等）や請求期限

等に関する統一的な基準を州

法で一部規定 

 

【FHCF から元受保険会社】 

 ハリケーンに起因する元受保険

会社の損害が、元受保険会社

の「保有限度額」を超えた場

合、その超過額に元受保険会

社別の「補償割合」を乗じた金

額を、FHCF が再保険金として

支払う（超過損害再保険） 

【元受保険会社から契約者】 

 財物に生じた損害額から「免責

金額」を差し引き、「限度額」を

上限に補償 

 復旧強靭化支援を目的とした

Build Back Better (BBB) 

制度に基づき、契約者は洪水

被害防止のための改良費用

（例：防水扉設置等）も最

大 1 万ポンド請求可能（ただ

し、BBB 制度に参加する保険

会社の契約のみ） 

 損害額の評価方法（時価／

再取得価額等）等は元受契

約の約款に従う。 

 

【Flood Re から元受保険会社】 

 元受保険会社が契約者に支

払った洪水保険金から、免責

金額250ポンドを差し引いた金

－ 

【元受保険会社から契約者】 

 政府が事後認定した自然災害

を原因として財物に生じた損害

額から、法定の「免責金額」を

差し引き、「限度額」を上限に

補償 

 損害額の評価方法（時価／

再取得価額等）や付帯費用

の取扱い等は元受契約の約款

に従う。 

【CCR から元受保険会社】 

 CCR は元受保険会社が契約

者に支払った Cat Nat 関連保

険金の 50％を元受保険会社

に再保険金として支払うととも

に、元受保険会社の年間損害

額が所定の金額を超えた場

合、当該超過分を CCR が無

制限で全額補償 

 CCR の支払能力について政府

【元受保険会社から契約者】 

 保険の対象の損害割合に応じ

て、地震保険の保険金額の所

定割合を支払い 

- 全損：100％ 

- 大半損：60％ 

- 小半損：30％ 

- 一部損：5％ 

- 一部損未満：支払われない 

 支払保険金総額が政令で定め

る一定額（総支払限度額）

を超える場合には、総支払限

度額に収まるように支払保険金

を比例的に削減可能 

 

【地再社から元受保険会社】 

 地再社は元受保険会社が契

約者に支払った地震保険金の

全額を再保険金として支払う。 
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 補償割合は 45/75/90％から

元受保険会社が選択 

 保有限度額は、補償割合に応

じた「Retention 係数」に再保

険料を乗じた金額 

額を、Flood Re が再保険金と

して支払う 

 元受保険会社が BBB 制度に

基づき改良費用を支払った場

合、当該費用も Flood Re から

再保険金として回収可能 

 

が無制限の財務保証を提供 

限度額 

【建物】 

 居住用：25 万ドル 

 非居住用（含む 5 世帯以上

の居住用）：50 万ドル 

【動産】 

 居住用：10 万ドル 

 非居住用（含む 5 世帯以上

の居住用）：50 万ドル 

※ 上記に加え建築基準適合

のための追加費用（3 万ド

ル以内）が支払われる。 

※ 加入自治体が「緊急プログ

ラム」にある間の限度額は次

のとおり 

［ 建 物 ］ 居 住 用 3 万

5,000 ドル、非居住

用（含む 5 世帯以

上の居住用）10 万

ドル 

［動産］居住用 1 万ドル、

非居住用（含む 5

世 帯 以 上 の 居 住

用）10 万ドル 

【戸建住宅】 

 補償内容ごとに次のとおり 

- 建物：限度額の設定なし 

- 家財：5 千／2.5 万ドルの

いずれかを選択 

- 使用不能損失：1,500／1

万／1.5 万／2.5 万／5 万

／7.5 万／10 万ドルのいず

れかを選択 

※ 建物には付帯元の保険契

約の限度額が適用 

※ これらの補償のうち家財／

使用不能損失は取り外し

可能 

※ こ の ほ か 臨 時 修 理 費 用

（建物／動産ともに限度

額の 5％以内）、残存物

取り片付け費用（建物限

度額の 5％以内）、建築

基準適合のための追加費

用（1 万／・2 万／3 万ド

ル）等も併せて支払われ

る。 

 FHCF から全元受保険会社に

対する年間の支払限度額は

170 億ドル（2025 年）。これ

を超える損害が発生した場合は

収益事業債発行等で支払能

力を補完 

 FHCF から各元受保険会社に

対する年間の支払限度額は、

再保険料に Payout 係数（補

償割合と年ごとに異なる）を乗

じた金額 

 元受契約における限度額は

個々の契約による。 

 Flood Re から全元受保険会

社に対する年間支払限度額は

32 億ポンド（2025 年） 

 元受契約における限度額は

個 々 の 契 約 に よ る 。 な お 、

Flood Re の年間支払限度額

を超過した場合でも、元受保険

会社から契約者への支払保険

金は減額されない。また、BBB

制度に基づき、洪水被害防止

のための改良費用も追加で最

大 1 万ポンド支払われる。

（BBB 制度に参加する保険

会社の契約のみ） 

－ 

 保険価額 

※  保険価額（時価か再調

達価額かは付帯元契約の

条件による。）を上限とし

て、付帯元の保険契約の

条件および限度額が適用 

 火災保険の保険金額の 30～

50％で設定 

※ 建物 5,000 万円、生活用

動産 1,000 万円が限度 



 6 / 7 

国／地域 
米 国  

英 国  ドイツ  フランス  日 本  
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公

的

制

度 

補

償

内

容 

免責金額 

 免責金額は 1 回の洪水ごとに

建物／家財へ別々に適用 

 建物／家財ともに最低 1,000

ドルから免責金額を選択可能

（引上げ可） 

【戸建住宅】 

 免責金額は地震イベント（最

初の地震から 360 時間内に発

生した地震／余震）ごとに適

用。使用不能損失には不適用 

 具体的な免責金額は下記のと

おり 

- 建 物 ： 限 度 額 の

5/10/15/20/25％ 

- 家財：商品種類により異な

り、Standard 型は建物免

責を超えない限り家財が補

償されない一方、Choice 型

は 家 財 独 自 の 免 責 金 額

（ 限 度 額 の

5/10/15/20/25％）を設

定可能 

 500 ド ル ま た は 限 度 額 の

2/5/10％から選択可能 

 免責金額は原則として年 1 回

適用。同一年内に 2 回以上の

ハリケーン損額が生じた場合、

未消化の免責金額または AOP

免責※のいずれか大きい金額を

適用 

※ ハリケーン以外のその

他の危険（All Other 

Peril）による損害に

適用される免責金額

で、同一年内の 2 回

目以降のハリケーン損

害には例外的に適用 

 Flood Re に出再された火災保

険契約等には、洪水損害に係

る保険金支払時に 250 ポンド

の免責金額を適用 

－ 

【財物損害】 

 非事業用の建物／動産、自動

車：最大380ユーロ（地盤変

動の場合は 1,520 ユーロ） 

 事業用の建物／動産：直接

損害額の10％または1,140ユ

ーロの高い方の金額（地盤変

動 の 場 合 は 直 接 損 害 額 の

10％または 3,050 ユーロの高

い方の金額）。ただし中小企

業は最大 1 万ユーロ、大企業

は損害防止策を実施していれ

ば自由に設定可 

 事業用の自動車：最大 380

ユーロ 

【事業中断損失】 

 3 営 業 日 の 損 失 額 ま た は

1,140 ユーロの高い方の金額 

－ 

公

的

制

度 

保険料率 

 次の料率区分要素を使用所

在地建物の用途（居住/非居

住等）、構造階数築年数、床

面高、過去の請求履歴等 

※ 洪水損害軽減対策を施し

た建物に対する割引あり 

※ 洪水リスク低減に向けた自

治体の取組に応じて保険

料 を 割 り 引 く 制 度

（ Community Rating 

System ： CRS ） あ り 。

CRS には NFIP 加入自治

体が任意で参加し、自治体

は、FEMAから1～10等級

の評価を受け、等級に応じ

て 45％～0％の割引率が

適用 

 次の料率区分要素を使用：

所在地、建物／屋根／基礎の

構造、築年数、階数／地震損

害軽減対策を施した住宅には

最大 25％の保険料割引が適

用 

※ CEA ウェブサイトには保険

料 を 試 算 で き る ペ ー ジ

（ Premium 

Calculator）あり。 

 地域／建物構造等を再保険

料率の区分要素として使用 

 Paragon が再保険料率を算

出 

※ Paragon は民間の数理コ

ンサルティング会社。料率算

出にはフロリダ州ハリケーン

損 害 予 測 手 法 委 員 会

（ Florida Commission 

on Hurricane Loss 

Projection 

Methodology）の承認を

受けた会社のモデルを使用 

 保険料は住宅評価額等に基づ

く課税等級に応じた定額制で、

住宅の規模／価値により８段

階に区分・富裕層向けの大型

住宅を高い保険料とすること

で、社会的均衡や財務健全性

のバランスを意図 

－ 

 対象財物により次のとおり（全

国一律） 

【自動車】盗難／火災損害に

対する保険料の 9％ 

【自動車以外の財物】 主契約

に適用される保険料

の 20％ 

※ 自然災害の激甚化／頻発

化を受けて、2025 年 1 月

に保険料率を約 25 年ぶり

に改定 

 損害保険料率算出機構が基

準料率を算出 

【基本料率】 

 等地（都道府県）3 区分×

建物構造（イ・ロ）の計 6 区

分（0.73‰～4.11‰） 

※ 激変緩和措置により、同一

等地内で料率が異なる場

合あり。 

※ （構造） 

イ構造：耐火建築物、準

耐火建築物および省

令準耐火建物等 

ロ構造：イ構造以外 

※ 動産には収容する建物の

構造区分を適用 

【割引率】(重複適用不可） 

 免震建築物（50％） 

 耐震等級（10/30/50％） 
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 耐震診断（10％） 

 建築年（10％） 

出 典 

 連 邦 緊 急 事 態 管 理 庁

（FEMA)Web サイト 

 FloodSmart ウェブサイト 

 Answers to Questions 

about the National Flood 

Insurance Program 

(FEMA, October 2023) 

 Flood Insurance Manual 

(FEMA, April 2024) 

 Introduction to the 

National Flood Insurance 

Program (Congressional 

Research Service, 

updated October 7, 2024) 

 カリフォルニア州保険局(CDI) 

 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 地 震 局

(CEA)Web サイト 

 フロリ ダハリ ケーン災害基金

（FHCF）Web サイト 

 Florida Hurricane 

Catastrophe Fund 2024 

Annual Report (State 

Board of Administration 

of Florida) 

 Florida Hurricane 

Catastrophe Fund 

2024/2025 Member 

Handbook (State Board of 

Administration of Florida) 

 Florida Hurricane 

Catastrophe Fund 2025 

Ratemaking Formula 

Report (Paragon Strategic 

Solutions Inc.) 

 英和生命保険用語英和・和英

辞典（公益財団法人生命保

険文化センター） 

 Flood Re ウェブサイト 

 Flood Re Limited Annual 

report and accounts 

2023-2024 

 英国議会庶民院ウェブサイト 

 英国政府ウェブサイト 

 英国議会ウェブサイト 

 Consorseguros Digital 

Magazine ウェブサイト 

 英国保険協会（ABI）ウェブ

サイト 

 ドイツ保険協会（GDV）ウェブ

サイト 

 ドイツ連邦消費者センターウェブ

サイト 

 連邦参議院ウェブサイト 

 ドイツ連邦議会ウェブサイト 

 Géorisques ウェブサイト 

 CCR Web サイト 

 BCT ウェブサイト 

 機構・財務省の各 Web サイト 

 地震保険ディスクローズ資料 

 

以上 


